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「緑と健康で豊かな文化都市」

第1章　将来像

　本市では、総合的かつ計画的な行財政運営を推進するため、昭和46(1971)年度から今日まで4次に
わたり総合(振興)計画を策定し、昭和61(1986)年度に策定した「第2次狭山市総合振興計画」から
は、本市の目指すべき将来像を、「緑と健康で豊かな文化都市」と定め、以降、その実現に向けたま
ちづくりに取り組んできました。
　この将来像は、「武蔵野の緑や入間川の豊かな自然に恵まれ、多くの先人たちの英知と不断の努力
によって首都近郊の住宅都市として、また、工業都市として発展してきた歩みを大切にしながら、自
然と暮らしの調和がとれた生活環境の中で健康的に過ごせる、経済的な豊かさのみならず心の豊かさ
も実感できる、そして、歴史に育まれた文化を誇れる本市の姿」を示しており、これはこの先も変わ
らずに、市民や団体、事業者など、本市に関わる全ての人たちと一緒に目指していく理想の姿である
と言えます。
　こうしたことから、本市では、この先10年間のまちづくりの基本となる第5次狭山市総合計画にお
いても、これまでの将来像を継承し、本市が目指す将来像を次のとおり定めます。
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第2章　まちづくりの基本理念と基本方針

将来像の実現のため、まちづくりの基本理念と基本方針を次のように定めます。

基
本
方
針

基本理念 1

環境にやさしい持続可能なまちづくり
環境共生

基
本
方
針

基本理念 2

地域の多様な人々が健康で幸せに
暮らせるまちづくり

健康福祉

基
本
方
針

基本理念 3

便利で快適な都市空間を形成する
まちづくり

都市基盤

基
本
方
針

基本理念 4

人を中心に地域の産業が元気になる
まちづくり

産業経済

基
本
方
針

基本理念 5

人を育み文化を創造するまちづくり
教育文化

基
本
方
針

基本理念 6

地域でともに支え合う安全・安心な
まちづくり

市民生活

上記の基本理念における全ての取組において、市民や団体、事業者などとの「協働によるまちづくり」、「健
全な行財政運営」、効果的な「デジタル技術の活用」を推進します。

●「人と自然が共生するまち」を目指し、緑と水に恵まれた自然環境の保全を
図ります。

●「地球にやさしい資源が循環するまち」を目指し、ごみの減量を推進すると
ともに、経済活動とリンクした資源の循環利用を推進します。

●「健康で生き生きと暮らせるまち」を目指し、健康増進と保健予防の推進、
そして社会保障制度の円滑な運営を通じた社会福祉の向上を図ります。

●「こどもが幸せに暮らせる、子育てしやすいまち」を目指し、こどもの健や
かな成長に必要な子育て支援策の充実を図ります。

●「高齢者が安心して暮らせるまち」を目指し、地域包括ケアを推進するとと
もに、高齢者の生きがいづくりや介護サービス基盤の充実を図ります。

●「障害の有無に関わらず自分らしく生活できるまち」を目指し、障害のある
方の自立と社会参加を推進します。

●「魅力ある住みやすく便利なまち」を目指し、地域の拠点の整備と都市機能
の集積により立地適正化を図るとともに、それらを結ぶ道路ネットワークの
構築と公共交通ネットワークの構築を図ります。

●「安全で快適なまち」を目指し、各種インフラの整備と長寿命化を推進する
とともに、災害に強い都市基盤づくりを推進します。

●「働きがいを感じ、働き方を見つけられるまち」を目指し、ライフステージ
や個々のニーズに合わせた多様な働き方を選択できる環境整備や雇用機会の
拡充を図ります。

●「企業・事業者が元気なまち」を目指し、企業や事業者の創業支援と、脱炭
素社会にも寄与する持続的な経済活動を推進します。

●「地域産業を活かした魅力あるまち」を目指し、商業、工業、農業、観光業
をはじめとした産業の振興と地域資源の活用を図ります。

●「豊かな学びで人を育むまち」を目指し、いつでもどこでも誰もが学べる生
涯学習と、親しめる生涯スポーツを推進します。

●「未来へはばたく“さやまっ子”を育むまち」を目指し、これからの社会を生
きる力を備えるための学力や心身の育成を図るとともに、教育環境の充実を
図ります。

●「人権と平和が尊重されるまち」を目指し、人権と平和への意識の高揚を図
ります。

●「文化を通して豊かな心を育むまち」を目指し、伝統文化を大切にしなが
ら、市民文化の振興を図るとともに、国際交流と都市交流を推進します。

●「一人一人が主役のまち」を目指し、地域コミュニティの活性化や、男女共
同参画を含む多様性を尊重する環境づくりを推進します。

●「災害対応に優れたまち」を目指し、自助・共助・公助の考え方のもと、地
域防災体制の整備と消防・救急体制の充実を図ります。

●「安全・安心に暮らせるまち」を目指し、交通安全対策や防犯対策を推進し
ます。また、基地周辺の生活環境の向上を図ります。 
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第3章　将来人口 第4章　土地利用構想

■年齢3区分別人口の見通し
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■人口の見通し

令和3(2021)年

15,666人
(10.5%)

86,707人
(57.9%)

47,453人
(31.7%)

令和3(2021)年

149,826

令和8(2026)年

14,284人
(9.7%)

85,507人
(58.0%)

47,686人
(32.3%)

令和8(2026)年

147,477

令和13(2031)年

14,136人
(9.9%)

81,957人
(57.3%)

46,857人
(32.8%)

令和13(2031)年

142,950

令和18(2036)年

13,433人
(9.7%)

78,846人
(56.7%)

46,806人
(33.7%)

令和18(2036)年

139,085

1．土地利用の方針

　土地は、現在そして将来にわたり、公共の福祉に寄与するかけがえのない財産であり、市民生活や事業活動などの基
盤となるものであることから、本市の将来像の実現のため、「第2章　まちづくりの基本理念と基本方針」を踏まえな
がら、計画的な土地利用を推進します。

(1)　中枢拠点(狭山市駅周辺)
　　　本市の中心的な拠点として、市の顔となる魅力と利便性の向上を目指した都市機能の充実を図ります。

(2)　地域拠点(入曽駅周辺・新狭山駅周辺)
　　　生活の利便性を高める拠点として、活気ある地域の発展を目指した都市機能の充実を図ります。

(3)　地域拠点(稲荷山公園駅周辺)
　　　既存の公共施設や文教施設を活かした地域拠点の形成を図ります。

(4)　工業・流通拠点
　　　既存の工業団地については、拠点にふさわしい環境の整備を推進します。また、新たな拠点の形成を図ります。

(5)　水と緑の拠点
　　　豊かな自然環境を生かした親しみある公園や潤いのある水辺空間について、整備や保全により、拠点の形成を
　　　図ります。

(6)　交通網の形成
　　　広域や近隣の都市を結ぶとともに、都市の骨格となる道路ネットワークの構築と公共交通ネットワークの構築を
　　　図ります。

2．都市構造

　平成27(2015)年度に策定した「狭山市人口ビジョン」では、本構想の目標年次である令和18(2036)年1月1日時点の
人口を、130,006人と推測しておりましたが、本計画の策定にあたり、新たな推計を行った結果、おおむね139,000人
と推測され、これまでの転入促進などの施策の推進により、大幅に人口減少のスピードが改善される見通しとなってい
ます。
　今後もこれまでの歩みを止めることなく、本構想に基づく各種施策に着実に取り組むことにより、140,000人台の人
口を維持していきます。

※各年1月1日現在人口(令和3(2021)年と令和8(2026)年は実績、令和13(2031)年以降は見通し)

※各年1月1日現在人口(令和3(2021)年と令和8(2026)年は実績、令和13(2031)年以降は見通し)
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3．都市的土地利用

4．自然的土地利用

《都市構造図》
(1)　住宅地
　　　既存の住居系地区について、良好な住環境の形成に向け、計画的な整備改善を推進します。

(2)　商業・業務地
　　　商業・業務地の拡充などを通じ、地域の活性化に向けて土地の有効利用を推進し、都市機能の充実を図ります。

(3)　工業地
　　　都市としての自立性や活力の創出に向けた土地利用を推進し、住居などが混在する地区については、周辺環境と
　　　調和した土地利用を推進します。

(4)　公園・緑地
　　　大規模公園については、スポーツ・レクリエーション活動の場として機能の充実を図るとともに、身近な公園に
　　　ついては、憩いとやすらぎの場として、計画的な維持管理を推進します。
　　　また、市街地に残された緑地の保全を推進し、緑豊かな街並みの形成を図ります。

(1)　樹林地
　　　平地林や斜面林などについては、緑豊かな自然環境を保全することを優先に、適正な土地利用を推進します。

(2)　農用地
　　　市街化調整区域内の農用地について、優良な農地を保全することを優先に、適正な土地利用を推進します。

(3)　集落地等
　　　身近な自然環境などを生かした生活環境と居住環境を保全するため、周辺環境と調和した適正な土地利用を
　　　推進します。

5．土地利用転換

　中枢拠点の拡充及び工業・流通拠点の拡張に向け、周辺環境と調和した土地利用を図ります。
　また、既存の工業地区の周辺で工業地としての立地条件を備えた地区については、工業や流通機能などの立地を促進す
るとともに、幹線道路などの沿道については、交通の利便性を生かし、商業機能や流通機能などの立地を促進します。

凡例

中枢拠点 自動車専用道路

主要幹線道路

都市計画道路
以外の県道

地域内幹線道路

地域内幹線道路(構想)

核都市広域幹線道路(構想)

鉄道・駅

主要な緑地幹線道路

地域拠点

工業・流通拠点

緑の拠点

水の拠点

国道299号
バイパス

国道
16号

入
間
川

航空自衛隊
入間基地

県営狭山
稲荷山公園

堀兼・上赤坂公園

核都
市広
域幹
線道
路

智光山公園

稲荷山
公園駅

狭山市駅

新狭山駅
狭山
日高IC

狭山
工業団地

川越狭山
工業団地

国道
407号

入曽駅

西
武
池
袋
線

西武
新宿
線

東京狭山線

ゴルフ場

ゴルフ場

圏
央
道

久保
川

不老
川
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《土地利用構想図》

凡例

住宅地

商業・業務地

樹林地

農用地

集落地等工業地

公園・緑地 鉄道・駅

土地利用転換構想地区

河川

主な道路

主な道路(構想)

国道299号
バイパス

国道
16号

入
間
川

航空自衛隊
入間基地

県営狭山
稲荷山公園

堀兼・
上赤坂公園
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市広
域幹
線道
路

智光山公園

稲荷山
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狭山
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施策
計画推進のために


